
土壌･地下水汚染調査･対策
［参考］ 土壌汚染対策法に基づく調査フロー

≪お問合せ先≫　

三井住建道路株式会社　本店営業本部 〒162-0055　東京都新宿区余丁町13番27号
 TEL：03-3357-9044　FAX：03-3354-7017

出典：「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」（改訂第二版）

【法第3条】
特定有害物質使用特定施設の廃止の届出

一定の要件有り

【法第4条】
一定規模以上の形質変更の届出

一定の要件有り

汚染のおそれの基準の該当性判断

調査命令の発出

情報の入手・把握

土壌汚染のおそれの区分の分類

試料採取等を行う区画の選定

試料採取等

土壌汚染状況調査結果の報告

汚染状態に関する基準への適合性

健康被害が生ずるおそれに関する
基準への該当性判断要措置区域に指定 形質変更時要届出区域に指定

規制対象外

調査対象地において土壌汚染のおそれが
ある特定有害物質の種類の通知の申請

試料採取等対象物質の特定 （試料採取等対象物質の追加）

調査対象地において土壌汚染のおそれが
ある特定有害物質の種類の通知

義務発生

法第3条

結果報告

基準不適合

該当する 該当しない

凡例
都道府県知事の手続

土地所有者の手続
調査実施者の手続

（ 指定調査機関 ）

基準適合

法第4条・法第5条

調査対象地の土壌汚染の
おそれの把握（地歴調査）

義務発生 義務発生

【
土
壌
汚
染
状
況
調
査
】

【法第5条】
命令発出基準への該当性判断

調査命令の発出

調査実施者が通知の申請
を行わなかった場合、土
壌汚染状況調査結果を報
告した際に、都道府県知
事が試料採取等対象物質
の不足を指摘し、再調査
を命ずる可能性あり。

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、
試料採取等を行う区画の選定、試料採取
等は省略可能。その場合、試料採取等対
象物質が第二溶出量基準及び土壌含有量
基準超過の状態とみなす。

法の第3条、第4条、第5条調査は、『指定調査機関』が実施しなけ
ればなりません。自主調査（第14条）も『指定調査機関』が実施す
ることが多くなってきています。

指定調査機関　指定番号　環2013-3-1003
SUMIKEN MITSUI ROAD Co.,Ltd



［はじめに］
［サービスの概要］

三井住建道路は、土壌汚染調査、地下水モニタリング、土壌・地下水

汚染対策を実施しております。

三井住建道路は、土壌・地下水汚染調査・浄化に関して、弊社の調査・

浄化のネットワークを活用しお客様をサポートいたします。

■土壌・地下水汚染【調査】
① 地歴調査

② 表層土壌調査

③ 個別調査・絞込み調査

④ 詳細調査（深度方向調査）

⑤ モニタリング調査（地下水・大気等）

⑥ その他調査（追完調査、認定調査等）

※土壌汚染対策法に該当する調査、各都
道府県条例の調査について、行政相談
から行政への報告（届出）まで一貫して
対応しております。

■土壌・地下水汚染【対策】
① 掘削除去

② 鉄粉攪拌混合

③ バイオレメディエーション

④ 酸化分解

⑤ 土壌ガス吸引

⑥ 地下水揚水処理

⑦ 不溶化処理　等

※土地利用状況、汚染状況（汚染到達
深度、汚染物質、汚染濃度）、地質状
況等から適切な対策工法をご提案さ
せて頂き工事を施工します。

 ≪お客様に全力でお手伝い致します≫

お客様

・ご提案

・計画

・行政対応

・調査、対策の実施

・ご報告

三井住建道路

ご提供戴いた情報は
「秘密保持契約」を
締結し適正に管理い
たします。

お客様の要望・目
的に対し、三井住
建道路のネット
ワークを活用し、
調査・対策案をご
提案いたします。

土壌汚染状況調査 対策工事

当社は、環境省より指定された『指定調査機関』です。
環 2013-3-1003
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